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上小阿仁開発センター使用許可書
年　　月　　日
申請者　　　　　様
申請のあった上小阿仁開発センター使用許可申請については、次のとおり条件を付して許可する。
上小阿仁村長
取扱者職氏名　　　　　　　　㊞
	
	申請年月日
	年　　　月　　　日

	団体名
	
	所在地
	（連絡先電話番号　　　　　　　）

	申請者名
	㊞
	
	

	使用目的、催物等の名称
	

	上記催物等の開催日時
	年　　月　　日（　　曜日）　　　時　　分～

	開発センターの使用期間
	年　　月　　日～　　　　　月　　日

	基本使用区分
	使用室名
	使用時間
	備考（使用料※）

	
	集会室
	時　　　分～　　　時　　　分
	円

	
	宿泊研修室
	時　　　分～　　　時　　　分
	円

	
	食生活改善実習室
	時　　　分～　　　時　　　分
	円

	
	農林実習室
	時　　　分～　　　時　　　分
	円

	
	生活改善実習室
	時　　　分～　　　時　　　分
	円

	
	婦人研修室
	時　　　分～　　　時　　　分
	円

	
	娯楽談話室
	時　　　分～　　　時　　　分
	円

	追加区分
	食生活改善実習室の一部を使用
	する・しない(いずれかに○)
	円

	
	食生活改善実習室の食器類を使用
	する・しない(いずれかに○)
	円

	
	集会室の放送設備を使用
	する・しない(いずれかに○)

	
	その他使用する設備等

	
	研修宿泊区分
	宿泊する人数
	備考(使用料※)

	
	
	小中学生・老人
	人
	円

	
	
	高校生以上30歳未満
	人
	円

	
	
	上記以外
	人
	円



	許可条件
1　使用料は納入告知書を受けた後直ちに納入すること。
	
	使用料合計
	円

	
	
	

	2　使用目的を変更する場合は新たに許可を受けること。
3　使用の権利を他に譲渡、若しくは転貸しないこと。
4　施設内に特別の設備をし、または加工しようとするときはあらかじめ許可を受けること。
5　施設内の秩序を保持するために必要な措置をすること。
6　施設内の火気の取締り並びに物件の保安管理は使用者の責任において行うこと。
7　施設及び付属設備の使用は、担当課職員の指示に従い、使用後は直ちに原状に回復すること。
8　施設または付属設備を減失、き損し原状回復できない場合は、相当の代価を弁償すること。



